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真庭市は、岡山県北部に位置し、約8割を森林が占
める自然豊かなまちです。
勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、川上村、

八束村、中和村、及び北房町の9町村が合併したこと
で、地域ごとに特色があり、自分に合った暮らし方が
選べます。

【暮らしの特徴】
山や川などの自然が身近にあり、四季の移ろいを身近
に感じながら、落ち着いた環境で暮らすことができま
す。マルシェやお祭りなどのイベントも盛んで、様々
な体験をすることができます。
真庭市は岡山県内で面積が1番大きく、市内で気温や
天候が異なります。

【子育て】
真庭市では、妊娠・出産から子育て期まで、切れ目の
ない支援に取り組んでいます。
地域全体でこどもや子育てを支え、「みんなではぐく
む子育てのまち」の実現に向けて様々な活動に取り組
んでいます。

【移住を考えている方へ】
真庭市では、移住を検討している方が安心して新しい
生活を始められるよう、住まい・仕事・子育て・生活
に関する支援や補助制度を用意しています。
このパンフレットでは、そうした補助やサービス内容
を紹介しています。

真庭市のご紹介
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住む

担当課料金、補助金等内容等事業名

まちづくり推進
課
0867-42-7781

●取得費の1/3・上限30万
円
（申請者の状況（年齢、移
住の有無）によって上限額
が増えます：最大80万円）
●改修費の1/3・上限30万
円
（申請者の状況（年齢、10
年以上居住誓約、移住の有
無）によって上限額が増え
ます：最大100万円）
●別途加算あり
子ども加算（上限20万円）
真庭産木材活用加算（上限
20万円）

【対象】補助金の交付日から３年以上居住する意思をもって、市
内の空き家を購入又は賃借等する者
【内容】空き家購入・購入に伴う改修・土地購入
※購入に伴う改修の際に、耐震診断や耐震改修を併せて実施する
場合は、別途補助制度あり

空き家活用
定住促進
補助金
(取得・改修)

補
助
金
・
助
成
金
等

住
宅
関
係

上限20万円(処分に係った
経費の3/4)

【対象】空き家情報バンクに登録された空き家又は地域認定空き
家の所有者又は利用者
【内容】家財道具等の処分費、片付業者への委託料、家電リサイ
クル等法定費用等

空き家
家財道具等撤
去補助金

耐震診断：診断料9万円
（補助額8万円）
補強計画：診断料9万円
（補助額8万円）

【対象】昭和56年5月以前に着工した木造住宅
【内容】耐震診断、補強計画の費用

木造住宅耐震
診断等補助金

①上限115万円（補助80%)
②上限80万円（補助率50%）
③上限80万円（補助率50%）

【対象】昭和56年5月以前に着工した木造住宅で、耐震診断によ
り「倒壊する可能性がある」と診断されたもの
【内容】①全体耐震改修費、②部分耐震改修費、③耐震シェル
ターまたは防災ベッドの設置費

木造住宅耐震
改修補助金

上限15万円（撤去費の2/3）【対象】災害時に避難所などに至る経路に面し、高さが１メート
ル以上の危険と判断されたブロック塀
【内容】撤去費

ブロック塀等
撤去補助金

地域みらい創生
課
0867-42-1179

上限100万円(新規住宅取
得)
上限30万円(賃貸・改修・
引っ越し)
上限39歳以下10万円（家
具家電）
上限29歳以下20万円（家
具家電）
※賃貸に係る経費は2年目

以降上限20万円とし、初
年度を含む3か年度まで
補助

※新規住宅取得及び賃貸費
の併用可能

【対象】次の全てを満たす新婚世帯
①令和8年7月1日から令和9年3月31日までに婚姻届受理※家具

家電購入は令和7年7月1日から令和9年3月31日までに婚姻届
受理（ただし夫婦の年齢が満39歳未満）

②夫婦ともに50歳未満
③申請日及び交付日において真庭市に住民票を有すること。
④夫婦の令和７年分の所得合計が600万円未満
⑤真庭市税の滞納がないこと。
⑥ライフデザイン動画の視聴または医療機関への妊娠・出産に関

する相談
⑦双方が外国人の場合は、日本式の婚姻をしていること
【内容】住宅取得費、住宅賃貸費、結婚に伴う引っ越し費(業者
に払ったもの)、改修費、家具家電費用。※新築・購入及び改修
に限り令和9年3月31日までの間に結婚5年以内の世帯を含む。

新婚さん
バックアップ
事業補助金

上下水道課
0867-42-1108

上限75万円(対象戸数１戸
当たり補助率1/2)
※対象戸数が2戸以上の場

合、補助率が異なる

【対象】市が管理する水道施設給水区域外、もしくは給水区域内
で配水管から100m以上離れており生活用水の確保に困っている
地区の方
【内容】井戸新設、水質改善機器設置、既存施設の修理等

簡易給水施設
補助金

690千円～840千円(5人槽)
792千円～942千円(7人槽)
※いずれも区域及び単独槽、

くみ取り槽からの転換な
どにより異なる。

【対象】公共下水道などの整備計画がない区域に居住する者
【内容】新設する浄化槽設置工事費の一部補助

浄化槽設置
整備事業

地域エネルギー
政策課
0867-42-5055

①補助率1/2、上限15万円
②補助率1/2、上限5万円
③補助率1/2、上限30万円
※③については一般社団法人

次世代自動車振興センター
が実施するクリーンエネル
ギー自動車購入促進対策費
補助金の1/2

④補助率1/10、上限10万円
⑤補助率1/10、上限5万円

【対象】
真庭市内に住所を有し、市税の滞納がない者
【内容】
下記の機器を導入する費用を補助する。
①太陽光発電設備
②高効率給湯器
③次世代自動車（EV（普通自動車、小型・軽自動車、普通貨物・小

型貨物、軽貨物）、PHEV、FCV）
④定置型蓄電池
⑤断熱窓

ゼロカーボンシ
ティまにわ促進
補助金

住
む
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担当課料金、補助金等内容等事業名

林業・バイオマ
ス産業課
0867-42-5022

上限30万円(真庭産材購入費
10万円以上に対し1/2以内)

【対象】市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店、支店又
は営業所その他これに類するものを有し、かつ、現に補助事業に係
る建築業等を営んでいる法人で、市税を滞納していない者
※市と建築物木材利用促進協定を締結している者にあっては、市外に
建築事業所等を有する個人事業主又は法人も対象とする。
【内容】市内立地建築物(家屋、外構部)に市内製材所で製材した真庭
産材等の購入費、加工費、運搬費に対し補助金を交付

木材活用
リノベーション
等事業補助金

補
助
金
・
助
成
金
等

住
宅
関
係

ストーブ：事業費の1/3以内、
上限13万円
※PR効果が高い施設のスト

ーブについては、事業費
の1/2以内で上限20万円

事業用ボイラー：事業費の
1/3以内、上限70万円

【対象】市内に住所を有する個人又は事業者若しくは真庭市に住民登
録を行うことを確約する個人又は年度内に市内で事業を開始すること
を確約する事業者
【内容】市内の住宅や事業所等で、ペレットや薪等を燃料とするス
トーブや事業用ボイラーを購入し、設置工事を行う場合
※自前工事は対象外、また1つの建物につき補助金の申請は1回限り

木質バイオマス
利用開発推進事
業補助金

1戸当たり60万円(新築)
※「ZEH」の要件を満たす

住宅については30万円の
補助金の上乗せを行う。

【対象】市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主のうち、次の
全てを満たす者
①市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住

宅を新築する者又は市外に住所を有し、自ら居住するために市
内に一戸建て木造住宅を新築した後、速やかに本市に住民登録
する者

②住宅完成後10年が経過するまでは市内に住所を有し、かつ、当
該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約する者

③真庭市税の滞納がないこと。
【内容】市内に一戸建て延床面積80平方㍍以上の木造住宅を新築
する者で真庭産材（市内の製材所で製材した乾燥材）等を8立方
㍍以上使用する場合に補助金を交付
※上記に定める要件を満たし、省エネ性能表示（BELS）評価書

において「外皮性能に関する表示」としてUA値の記載及び
「ZEH」に関する表示として「ZEH」又は「nearly ZEH」の
記載がある場合については補助金の上乗せを行う。

真庭市木材活用
促進支援事業
補助金

地域みらい創生
課
0867-42-1179

二地域居住者及びUIJターン
者(賃貸費用)
(1)月額家賃が15,001円～

39,999円までの世帯
・家賃の月額から15,000円

を控除した額
(2)月額家賃が40,000円を超

える世帯
・月額25,000円
UIJターン奨励金(引越費用)
(1)一般世帯
上限130,000円(経費の1/2)
(2)単身世帯
上限50,000円(経費の1/2

対象】以下の全てを満たす世帯
①申請日前までに1年以上の転入がないこと
②過去に本補助金の交付を受けていないこと
③国、県又は市町村から同様の公的扶助を受けていないこと
④真庭市の賃貸物件で申請者が賃貸契約を結んでいること
⑤転勤や進学等による一時的な転入でないこと
⑥二地域居住者は年間を通じて30日以上本市に断続して移住する意思
があること
⑦二地域居住者は真庭市交流定住センターに移住相談を行っているこ

と
【内容】令和8年4月1日以降に支払いをした賃貸費用又は引越費用
※契約期間初日の90日以内に申請が必要
※配偶者加算、子ども加算あり 

ふるさとまにわ
新ライフステー
ジ支援補助金

北房：20,000円～/月
湯原：20,000円～/月
中和：20,000円～/月

【対象】真庭暮らしを身近に体験したい人（単身～世帯）
【利用期間】1か月以上1年未満

北房：集合住宅1棟（単身向け）
湯原：戸建て1棟
中和：集合住宅2棟（単身向け）

おためし住宅サ
ー
ビ
ス

まちづくり推進
課
0867-42-7781

公営住宅：住宅や所得によっ
て異なる
15千円～45千円(特定住宅)
25千円(若者住宅)
15,700～48千円(単独住宅)

【公営住宅】北房4か所、久世3か所、勝山5か所、湯原1か所、美甘2
か所、中和2か所、八束1か所
【特定住宅】勝山2か所、美甘3か所、中和1か所
【若者住宅】湯原2か所
【単独住宅】落合1か所、勝山1か所

市営住宅

個人が所有する、現に居住していない市内の住宅（空き家）について、
賃貸・売買したい人と、移住を希望し空き家を求める人との情報の
マッチングを図る。※マッチングを確約するものではありません。

空き家情報バン
ク

秘書広報課
0867-42-1163
※加入申し込み
は真庭いきいき
テレビ
0867-42-7200

【料金】
①無料
②加入時負担金:32,000円、
月額利用料:1,800円（NHK
受信料別）
③加入時負担金：14,000円
（別途回線・プロバイダ契約
等が必要）

【高速光ファイバケーブルによる以下のサービスを実施】
①音声告知放送：行政等からのお知らせ放送
②ケーブルテレビ：県内地上波7局のほか、サンテレビ、市内ケーブ

ルテレビ番組
③インターネット:光ファイバを使った高速インターネットが利用可

能（別途回線・プロバイダ契約必要）
※告知放送やケーブルテレビ番組は市内情報を得るのに最適
※②、③の利用には①の設置が必要

光ネットワーク
サービス

住
む
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担当課料金、補助金等内容等事業名

くらし安全課
0867-42-1017

1回乗車当たり
200円(中学生以上) 
100円(小学生)

市内の交通空白地域をカバーするため、コミュニティバス『まにわく
ん♡』を各地区の実情に合わせて運行している。
※便によって毎日運行していない地域、予約型等もある。
※【運賃半額】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、

おかやま愛カード所有者
※第1種身体障害者手帳又は療育手帳所有者の介護者は、手帳所有者

と同乗する場合一人のみ、同時に同区間利用の場合に限り適用

コミュニティ
バス

サ
ー
ビ
ス

交
通

1回乗車当たり
400円
※身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳、
おかやま愛カード所有者は
半額

※第1種身体障害者手帳又は
療育手帳所有者の介護者も、
同区間利用の場合半額にな
る。(お一人のみ)

【対象】誰でも利用可能
【内容】乗合オンデマンド交通を勝山・久世・落合(一部地域を除く)
で運行している。
【運行時間】月～金曜日 9:00～16:00
【運休日】土日祝、年末年始（12/29～1/3）
※事前に利用者登録を行い、運行区域内に行きたい場所をwebか電話

で予約をする。

チョイソコまに
わ

乗車料金（参考）
往復2,500～2,700円(岡山)
片道4,000～4,600円(大阪)

各民間バス会社により、岡山、大阪方面の便がある。（日ノ丸自動車、
日本交通、中鉄北部バス）
※最新の運行状況等については運行会社にご確認ください。

高速バス

【JR姫新線】駅7か所（勝山3か所、久世1か所、落合3か所）
※本数は1～2時間に1本程度

ＪＲ

片道5,000円岡山空港行乗合タクシーが1日4往復運行している。（要予約）
勝田交通 0868-22-1234

岡山空港行
乗合タクシー

中央図書館
0867-44-2012

中央（勝山）、北房、落合、久世、湯原、美甘、蒜山の市内7か所の
図書館があり、自動車文庫も巡回している。どこでも借りて、返すこ
とができる。各館でさまざまなイベントも開催している。市内の小中
学校の児童生徒は、学校図書館を通じて市立図書館の図書を取り寄せ
て自宅に持ち帰って読むことができる。

図書館サ
ー
ビ
ス

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化

スポーツ・文化
振興課
0867-42-1178

文化活動等に利用できる場所を整備している。
※北房1か所、落合1か所、久世2か所、勝山4か所、湯原1か所、

美甘1か所、蒜山1か所
久世エスパスセンターでは年間15回以上のコンサート等を実施
勝山文化往来館ひしおでは、アート展示、体験会等を実施

文化センター
（公民館）

スポーツ活動、運動等に利用できる公園を整備している。
※北房1か所、落合1か所、久世3か所、勝山1か所、湯原1か所、

美甘1か所、蒜山3か所

運動公園
（野球場等含
む）

水泳、水遊び等に利用できるプールを整備している。
※北房1か所、勝山1か所、湯原1か所、蒜山[津黒]1か所
※勝山は温水プール、湯原・蒜山[津黒])は温泉プール(夏季のみ)

プール

スポーツ活動、運動等に利用できる体育館を整備している。
※北房1か所、落合2か所、久世1か所、勝山1か所、蒜山2か所

体育館

その他のスポーツ等に利用できる施設・設備を整備している。
①クライミングセンター(湯原)
②乗馬施設(蒜山)
③スキー場(蒜山1か所)
④ゴルフ場(北房、落合2か所)
各種スポーツ少年団が活発に活動し、蒜山マラソンやユニバーサルス
ポーツ体験会等のスポーツイベントも盛ん。また、蒜山と久世・勝
山・落合に自転車道を整備している。

その他

交通・スポーツ・文化
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こども・子育て・教育

担当課料金、補助金等内容等事業名

こども家庭セン
ター(はぐくみ
センター)
0867-42-1816

上限20万円(年度内。申請
回数の制限は無し。)

【対象】次の全てを満たす夫婦
①法律上の婚姻をしている(事実婚関係も含む)こと。
②申請日において夫婦の一方又は両方が真庭市民でありその後1

年以上真庭市に住所を有する予定であること。
③医療機関で不妊症と診断されその治療を受けていること。
④他市町村から同様の助成を受けていないこと。
【内容】不妊治療費助成

不妊治療支援
事業補助金

補
助
金
・
助
成
金
等

妊
娠
前
か
ら
出
産

こ
ど
も
・
子
育
て
・
教
育

3



こども・子育て・教育

担当課料金、補助金等内容等事業名

上限30万円(年度内。申請
回数の制限は無し。)

【対象】次の全てを満たす夫婦
①は同上
②申請日において不育治療を受けた者が真庭市民でありその後１

年以上真庭市に住所を有する予定であること。
③日本生殖医学会認定専門医で不育症と診断されその治療を受け

ていること。
④他市町村から同様の助成を受けていないこと。
【内容】医療保険対象外の不育治療費助成

不育治療
支援事業補助
金

補
助
金
・
助
成
金
等

妊
娠
前
か
ら
出
産

健康推進課
0867-42-1050

【妊孕性温存治療】
5～25万円まで(男性)
40万円まで(女性)
※一人1回限り

【凍結保存更新】
年間3万円まで

【対象】次の全てを満たす方
①妊孕性温存治療開始日及び凍結保存更新日において、真庭市に

住所を有する年齢が43歳未満であること。
②がん治療により生殖機能が低下又は失う恐れがあると医師に診

断されていること。
③岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業、真庭市不妊治療及

び不育治療支援事業に基づく助成を治療開始日において受けて
いないこと。

④他の自治体が実施する妊孕性温存治療支援事業による助成を受
けていないこと。

⑤指定医療機関において治療を受けていること。
【内容】医療保険対象外の妊孕性温存治療費及び凍結保存更新料

若年がん患者
妊孕性温存治
療支援補助金

こども家庭セン
ター(はぐくみ
センター)
0867-42-1816

1）移動に要した費用
自家用車：（30円/km＋有
料道路の実費額）×0.8
公共交通機関：実費額×0.8
（2）宿泊費
1泊あたりの実費額から、
2,000円を控除した額
（上限8,000円）
（連続する14日間まで）

【対象】真庭市に住所のある妊婦の人（真庭市外へ里帰りする人
も対象※）で、自宅から最も近い産科医療機関、または周産期母
子医療センターまでの片道が、おおむね60分（分娩の場合は30
分）以上の移動時間を要する人。
【内容】妊婦健診・分娩の際に移動に要した費用（往復分）や、
分娩に備え分娩施設の近隣に宿泊する際に要した宿泊費の一部を
助成する。

妊婦に対する
遠方の医療機
関への移動支
援事業

5万円(妊婦1人につき)
5万円(胎児１人につき)

【給付金の対象】妊娠届出時と出産後
【面談の対象】妊娠時・妊娠8か月・出産後（安心して妊娠から
子育て期まで過ごしていただけるよう相談に応じる。）

出産・子育て
応援はぐくみ
給付金事業

上限1万円(1回当たり。年
度内に2回まで）

【対象】妊娠判定のため医療機関受診した方で、真庭市に住民登
録している市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する方
【内容】妊娠判定の受診料一部助成

低所得妊婦
初回産科受診
料助成事業

無料【内容】医療機関等で妊娠中に14回、健康診査を受診可能(償還
制度あり）

妊婦一般
健康診査
(妊婦健康診
査)

サ
ー
ビ
ス

無料【内容】市内歯科医院で妊娠中に1回、妊婦及びパートナーが健
康診査を受診可能

妊婦・パート
ナー歯科健康
診査

無料【対象】産後、2週間、1か月など、出産後間もない時期の産婦
【内容】身体の回復状況を確認する健康診査。医療機関等で2回
受診可能（償還制度あり）

産婦健康診査

無料これからの子育てに役立つ機能がたくさん！妊娠、出産した方、
子育て中の方は、ぜひお使いください。

子育て支援ア
プリ｢真庭市は
ぐくみアプリ｣

福祉課
0867-42-1581

無料【内容】障がいのある人や高齢により歩行が困難な人、妊産婦
（妊娠7か月から産後2年）等が、利用証を持つことで、身体障
がい者等用駐車スペースを優先利用できる。

ほっと
パーキング
おかやま

こども家庭セン
ター(はぐくみ
センター)
0867-42-1816

割引特典等については岡山
県ホームページ参照

【内容】妊娠中の方及び18歳までの子育て家庭が、アプリを提示
することにより買い物や娯楽施設等で割引や特典が受けられる。

ももっこアプ
リ

無料【内容】妊娠届出者に親子（母子）健康手帳を交付する。あわせ
て、妊婦指導・相談やサービス説明を行う。

母子健康
手帳交付

無料【内容】妊娠中、出産後など必要な方に相談・訪問を実施する。妊婦･産婦相談、
訪問

世帯の課税状況に応じて自
己負担あり

【内容】妊娠期から「はぐくみサポーター」による育児・家事の
支援や、産前産後の心身のケア・授乳指導・育児相談が受けられ
る「産後ケア（宿泊型・日帰り型）」、「ママと赤ちゃんのおっ
ぱい相談（訪問型）」や、産後に宿泊してケアを受けられる「産
後ケア（宿泊型）」により、お母さんと赤ちゃんの心身の健康を
支え、育児を安心して始められるようにサポートします。

妊産婦ケア事
業

こ
ど
も
・
子
育
て
・
教
育
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担当課料金、補助金等内容等事業名

こども家庭セン
ター(はぐくみ
センター)
0867-42-1816

無料【内容】妊娠・出産・子育てに関する相談をＬＩＮＥを活用して
実施。子育て情報の配信も行う。妊娠を希望する方から子育て中
の方とその家族を対象とする。

子育てオンラ
イン相談

サ
ー
ビ
ス

妊
娠
前
か
ら
出
産

市民課
0867-42-1112

保険診療の範囲内で自己負
担部分

【対象】真庭市に住所を有し、健康保険に加入している0歳～満
18歳到達後最初の3月31日までの者
【内容】保険診療の範囲内で自己負担部分を無料とする。（県外
医療機関の場合は窓口で一度負担する必要あり）

こども医療費
給付制度

補
助
金
・
助
成
金
等

乳
幼
児
期
か
ら
中
学
生

50万円（産科医療補償制度
加入の分娩機関で出産した
場合。それ以外の出産は48
万8千円)

【内容】国保の被保険者が出産したときに、一時金を支給（妊娠
12週以降であれば流産等でも支給）

出産育児一時
金

子育て支援課
0867-42-1054

【月額】
15千円(3歳未満)
10千円(3歳以上高校生ま
で)
30千円(第三子以降)

【内容】0歳から高校生年代までのお子さんを養育している方に
手当が支給される。

児童手当

こども家庭セン
ター(はぐくみ
センター)
0867-42-1816

【月額】児童1人の場合
48,050円(全部支給 第２
子以降の場合11,350円加
算)
11,340円~48,040円(一部
支給 第２子以降の場合
5,680～11,340円加算)

【内容】離婚・未婚・死亡・遺棄などの理由で、父又は母と生計
を同じくしていない児童や、父又は母が政令で定める程度の障が
いの状態にある児童に対して手当が支給される。

児童扶養手当

無料【内容】妊娠・出産・子育てに関する相談にワンストップで対応
する。必要なサービスも紹介し、安心して育児ができるようサ
ポートする。

こども家庭セ
ンター

福祉課
0867-42-1581

無料【内容】赤ちゃんの誕生を市をあげて祝うとともに、豊かな感性
や自然を大切にする心を育み、まにわの財産である森や木への関
心を広め、後世に伝えていくことを目的として、新生児に木のお
もちゃをプレゼントする。

“里山まにわ”
からの贈りも
の事業

健康推進課
0867-42-1050

無料【内容】赤ちゃんに絵本を介して温かく楽しいひとときがもたれ
ることを目指して、愛育委員が同意をいただいた乳児がいる家庭
に絵本をプレゼントする。

ブックスター
ト事業

サ
ー
ビ
ス

こども家庭セン
ター
(はぐくみセン
ター)
0867-42-1816

無料【内容】保健師や助産師が訪問して、赤ちゃんの体重測定や母子
の健康状態の確認、健康診査の案内、予防接種の説明や育児につ
いての相談に応じている。

こんにちは
赤ちゃん事業

無料【内容】小学校入学前までのお子さんを対象に、保健師や栄養士
が育児についての相談に応じている。※市内各地域7か所で実施

育児相談

無料【内容】医療機関で１歳までに2回、健康診査を受けることがで
きる。（県内及び鳥取県の一部の医療機関）

乳児一般
健康診査

無料【内容】子どもの健康等を確認して頂くため、発育の節目の時期
(乳児期2回、1歳6か月、2歳、3歳)に集団健診を行っている。

乳幼児
健康診査

岡山県
【内容】休日・夜間の急な子どもの病気にどう対応したらよいか
判断に迷った時に、医師又は看護師への電話による相談ができる。
（＃8000又は086-801-0018）

小児救急電話
相談事業

こども家庭セン
ター（はぐくみ
センター）
0867-42-1816

無料【内容】栄養士による離乳食の話、調理のデモンストレーション
を行っている。（要予約）

離乳食教室

子育て支援課 
0867-42-1054 

無料【内容】子育て支援や親子が交流できる場として、主に未就学児
と保護者を対象に育児相談や遊びの広場、絵本の読み聞かせ等を
行っている。※北房・落合・勝山・湯原・中和に1か所ずつ設置
久世に2か所設置

つどいの広場

こども家庭セン
ター（はぐくみ
センター） 
0867-42-1816 

無料【内容】子育てに関する不安、悩み、発達についての心配等、臨
床心理士に相談ができる。（要予約）

すこやか相談

発達発育支援セ
ンター
0867-42-1080

無料【内容】発達や発育、集団生活での適応など社会生活の中での困
りを持つ方の「相談・通所・家族支援」を中心に、幼児期から成
人期までの一貫した支援を総合的に受けることができる。

発達発育支援
センター

こ
ど
も
・
子
育
て
・
教
育
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担当課料金、補助金等内容等事業名

発達発育支援セ
ンター
0867-42-1080

無料【内容】対人面の苦手さ、集団生活の困りなど発達に関して、発
達支援コーディネーターや臨床心理士に相談ができる。

発達相談サ
ー
ビ
ス

乳
幼
児
期
か
ら
中
学
生

無料【内容】「ことば」について発語や発音等、言語聴覚士に相談が
できる。

ことばの相談

発達発育支援セ
ンター
0867-42-1080

無料【内容】発達支援が必要な幼児が親子で参加する教室（わくわく
ステップ・わくわく親子教室）

通所支援

無料【内容】発達や発育についての困りを持つ保護者を対象に、子育
てのヒントや「ほめるコツ」などを知る子育て応援プログラムの
提供や親の会･ペアレントメンターなどの紹介を受けることがで
きる。

家族支援

子育て支援課
0867-42-1054

【一月当たり保育料等】
保育園、こども園保育園部
0~53千円(0～2歳保育料)
400~5,400円(3～5歳給食
費)
こども園幼稚園部
400~4,900円(給食費)

【保育時間】
保育園・こども園保育園部7:30～18:30(延長30分可200円/日)
こども園幼稚園部8:30～13:30
【保育園】
久世2か所、勝山1か所、中和1か所
【こども園】
北房1か所、落合5か所、久世3か所、勝山1か所、美甘1か所、
湯原1か所、八束1か所、川上1か所

保育園
こども園

【内容】子育てに関する施設等の利用者支援や保育等に関する情
報を一元的に管理し、個別ニーズを把握、情報提供・相談を行う
ために保育コンシェルジュ(利用者支援員)を配置している。

寄り添う保育
サービス推進
事業

2千円/日（1人につき）
※生活保護世帯の方は無料

【内容】保護者の就労等により子どもが病気の際に自宅で保育が
困難な場合に、医療機関等において一時的に保育する。市内2か
所（久世:みんなのクリニック内「病児保育おひさま」）

（勝山：勝山病院 実施施設「病児保育ひまわり」）
・利用登録：利用には事前登録が必要だが、当日登録も可能
・勝山を利用する際には、医師の連絡票の持参が必要
・利用可能時間：月曜日～土曜日 9:00～17:00
（「病児保育おひさま」は木曜日とクリニック休業日を除く）

病児保育事業

こども家庭セン
ター
(はぐくみセン
ター)
0867-42-1816

【1人1日当たり】
無料(①・②)
1,100円(③・④2歳未満)
1,000円(③・④2歳以上)
5,350円(⑤2歳未満)
2,750円(⑤2歳以上)

【対象】
①生活保護世帯の児童
②母子・父子家庭等で市町村民税非課税世帯に属する児童
③上記②以外の市町村民税非課税世帯に属する児童
④母子・父子家庭等で市町村民税課税世帯に属する児童
⑤上記④以外の市町村民税課税世帯に属する児童
【内容】津山市内の児童養護施設と契約し、保護者の疾病等、や
むを得ない理由により家庭において一時的に養育が困難となった
家庭に対し、安心して児童を預けることができる場所を提供する。

子育て短期支
援事業
中学生ピロリ
検診及び除菌
助成事業

健康推進課
0867-42-1050

自己負担額
不活化ワクチン2,000円
経鼻生ワクチン5,700円

【内容】真庭市独自で1歳～中学3年生までの子どもを対象にイン
フルエンザ予防接種費用の一部を助成する。市内・新庄村の医療
機関で接種できる。

予防接種
(子どものイン
フルエンザ)

補
助
金
・
助
成
金
等

小
・
中
学
生 無料(尿中ピロリ抗体検査)

【自己負担分】
500円(陽性者への尿素呼気
試験(確認試験))
1,500円(尿素呼気試験(除
菌判定))
2千円(除菌治療）

【内容】中学2年生の希望者を対象に胃がんの主原因とされるヘ
リコバクター・ピロリ（ピロリ菌）の感染検査を行い、あわせて、
陽性者のピロリ菌除去の治療費を助成する。一部自己負担あり。

中学生ピロリ
検診及び除菌
助成事業

教育総務課
0867-42-1085

【内容】経済的な理由により就学が困難な児童生徒に対して、学
用品費の一部等を援助している。

就学援助制度

【内容】小・中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の
保護者又は学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に
該当する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、保護
者の収入に応じて学用品通学用品購入費の一部等を援助する。

特別支援
教育就学
奨励費制度

小学生 無償
中学生 一食当たり50円

【内容】真庭市立小・中学校に在学の児童生徒に対して、学校給
食費の一部等を支援する。

小中学校給食
費支援事業

こども家庭セン
ター
（はぐくみセン
ター）
0867-42-1816

1万円(入学激励金・卒業激
励金・保護者死亡見舞金
各1人につき)

【内容】遺児（保護者と死別した義務教育修了前の児童）の健全
な育成と福祉の増進を図る目的として、遺児激励金を支給する。

遺児激励金

こ
ど
も
・
子
育
て
・
教
育
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担当課料金、補助金等内容等事業名

市民課
0867-42-1112

1割(自己負担。高校生（最
長20歳到達後最初の3月31
日まで）の子を監護する配
偶者のない者及びその児童
が対象）

【内容】ひとり親家庭の医療費の自己負担を1割とする（世帯の
所得に応じて1か月の自己負担上限額を設定）

ひとり親家庭
等医療費給付
制度

補
助
金
・
助
成
金
等

小
・
中
学
生

こども家庭セン
ター（はぐくみ
センター）
0867-42-1816

【内容】ひとり親家庭の母や父及び児童、父母のいない児童等に
対しその経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて、
扶養している児童の福祉を図るため、様々な資金の貸付けを行っ
ている。

ひとり親家庭
の自立支援制
度

健康推進課
0867-42-1050

無料
※県外で接種した場合、償還払

いの上限額設定あり
上限額を超えるものは、接種
者負担となる

【内容】定期予防接種は自己負担なしで、県内の医療機関で接種
できる。
※県外で接種する場合、事前申請した場合のみ接種費用の償還制
度あり

予防接種
（定期）

サ
ー
ビ
ス

教育総務課
0867-42-1085

【内容】年に数回、真庭の食材だけを使用した給食を提供し、生
産者の方と交流する「真庭食材の日」を実施している。そのほか、
通常の給食に加えて、真庭市の特産品を提供する「プラスワンの
日」を実施している。

学校給食地産
地消推進事業

学校教育課
0867-42-1087

【内容】全ての小中学校で心理検査を実施し、生徒指導の改善に
取り組む。あわせて、補充学習やスクールサポーター等のセーフ
ティーネットを確立している。

教育相談推進
事業

【内容】無線LANや教師用タブレット端末を整備し、魅力ある授
業づくり、校務の情報化を進め、情報の共有と活用により、教育
の質向上を図っている。

ICT環境推進
事業・学びの
デジタル化推
進事業

子育て支援課
0867-42-1054

【内容】小学校に就学している子どもであって、その保護者が労
働等により昼間家庭にいない場合、放課後や長期休暇中等に生活
できる場所を提供している。※北房1か所・落合6か所・久世5か
所・勝山3か所・湯原1か所・八束1か所、川上1か所

放課後
児童クラブ

健康推進課
0867-42-1050
こども家庭セン
ター
(はぐくみセン
ター)
0867-42-1816

無料【内容】愛育委員、食育推進ボランティア団体等のサポートで中
学生を対象に乳幼児やその保護者と触れ合う機会を設けることで、
命の尊さ、性について考えるきっかけをつくる。

いのち
ふれあい事業

学校教育課
0867-42-1087

【内容】学区内で居住地から学校までの距離が遠い児童生徒に対
して、規則で定める範囲でスクールバス、スクールタクシーを運
行している。

遠距離通学支
援事業

スポーツ・文化
振興課
0867-42-1178

原則無料【対象】小学生、中学生
【内容】文化芸術の体験授業を行う。
・鑑賞型：環境の整ったホール等でプロの生の演奏を鑑賞する。
・派遣型体験事業：芸術家を学校に派遣し体験授業を行う。

芸術
アウトリーチ
事業

教育総務課
0867-42-1085

2万円以内(月額 高等学
校・高等専門学校（1～3学
年））
3万円以内(大学・短期大
学・高等専門学校（4～5学
年）等）

【内容】経済的理由により就学が困難な高等学校・高等専門学
校・短期大学・大学・大学院等に進学、又は在学する学生等で、
保護者が真庭市内に居住している方を対象に奨学金の貸付を行っ
ている。

奨学金制度
（一般）

補
助
金
・
助
成
金
等

高
校
生

減免額：最大1/2【内容】真庭市奨学金の奨学生が学校卒業後に真庭に居住し、条
件を満たした場合、返還金を減免

奨学金返還金
減免制度

減免額：乗り継ぎに要する
運賃 ※片道ずつ適用

【内容】市内在住の高校生が市内高校への通学のためにコミュニ
ティバス「まにわくん♡」を乗り継ぎ利用する場合、乗り継ぎ運
賃を免除

高校生市内通
学補助事業

健康推進課
0867-42-1050

5万円/月
貸付けを受けた期間と同年、
市内医療機関等にて勤務し
た場合、全額免除

【内容】看護師及び准看護師を養成する施設に在学し、将来にお
いて真庭市内の医療機関及び福祉施設に看護師等として就職する
意思のある方に奨学金を貸し付けている。条件に合致する場合は
返還金について猶予・免除の制度がある。

奨学金制度
（看護師）

こ
ど
も
・
子
育
て
・
教
育
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障がい・健康

担当課料金、補助金等内容等事業名

市民課
0867-42-1112

1割(自己負担)【内容】重度の障がいがある方の医療費の自己負担を1割とする。
（世帯の所得に応じて1か月の自己負担上限額を設定）

障害者医療費
給付制度

補
助
金
・
助
成
金
等

難
病
・
障
が
い
児
・
者

福祉課
0867-42-1581

4千円上限/月(200円/日)【内容】在宅の心身障がいのある人で授産施設及び小規模作業所
に通所する人に対し、奨励金を支給する。

障害者通所授
産施設等通所
奨励事業

3千円/月【内容】重度心身障がいのある人がタクシーを利用する場合、そ
の料金の一部を助成する。

重度心身障害
者タクシー利
用助成

1千円～7千円/月【内容】月4回以上通院する特定疾患・指定難病患者へ交通費の
一部を助成する。

特定疾患等医
療附帯療養交
通費助成

10万円上限(改造費用の
2/3)

【内容】障がいのある人が車を所有し運転するために必要な自動
車改造費用を助成する。

自動車改造費
の助成

10万円上限(免許取得費用
の2/3)

【内容】障がいのある人が自動車運転免許を取得する費用を助成
する。

自動車運転免
許の取得費助
成

10万円上限(福祉車両購入
価格と通常車両販売価格と
の差額の1/2)

【内容】身体障がいのある人や介護者の人が福祉車両を購入する
場合に助成する。

福祉車両購入
費助成

1千円～7千円/月【内容】人工透析療法を受けるため通院された人を対象に、通院
に係る交通費の一部を助成する。

人工透析
患者通院
交通費助成

3,500円(2回以上4回未満)
7千円(4回以上)

【内容】療育訓練に通所（片道20km以上）されている方を対象
に、通所に係る交通費の一部を助成する。

療育訓練通所
交通費助成

1千円～7千円/月【内容】授産施設等に1か月の開所日のうち半数以上通所された
人を対象に、通所に係る交通費の一部を助成する。

心身障害児・
者及び精神障
害者通所授産
施設等通所交
通費助成

6千円/月【内容】盲導犬を利用する視覚障害のある人に、飼育に必要な経
費の一部を助成する。

盲導犬飼育費
助成

新規又は更新の補聴器購入
費と基準価格を比較して少
ない方の額に3分の2を乗じ
て得た額

【内容】身体障害者手帳の対象とならない軽度、中等度の難聴の
ある18歳未満の人を対象に、新たに補聴器を購入する経費又は耐
用年数経過後に補聴器を更新する経費の一部を助成する。

難聴児補聴器
購入費等助成

かかった教材費・受講料・
テキスト代、交通費の1/2
の額。ただし交通費のみ
3,100円/日を上限とする

【内容】聴覚障がい者等の意思伝達をサポートする意思疎通支援
者（手話通訳者・要約筆記者）を養成するための専門的な研修の
受講や資格取得のための試験受講に必要な費用の一部を助成する。

意思疎通支援
者養成支援事
業

1,200円/年(登録料)
250円(利用料15分当たり)

【内容】1人でタクシーその他の公共交通機関を利用することが
困難な人を対象に、登録制の移送サービスを実施している。

福祉移送サー
ビス

サ
ー
ビ
ス

健康推進課
0867-42-1050

検診料金の約7割を助成
（自己負担額約3割）

【対象】結核・肺がん検診、大腸がん検診、胃がんABC検診、
胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検査、骨粗しょう症検診
【内容】集団及び個別で、各種検診を実施し、費用の一部を助成
する。

各種検診補
助
金
・
助
成
金
等

健
康
・
福
祉

ウィッグ、補正具それぞれ
について購入費用の2分の1
の額（1,000円未満切り捨
て、上限30,000円）

【対象】真庭市に住所を有し、市税の滞納がない者でがんの治療
を受けたまたは現在治療を受けている者。ただし、他の地方公共
団体等から同様の補助を受けていない者
【内容】ウィッグ等の補正具を購入した方に購入費用の一部を助
成する。

がん患ウィッ
グ等購入費助
成

障
が
い
・
健
康
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担当課料金、補助金等内容等事業名

自己負担額
高齢者肺炎球菌 未定
新型コロナ5,000円
季節性インフル1,300円
帯状疱疹
（生）4,000円
（不活化）１回10,000円

【内容】県内の医療機関で、対象のワクチンを「自己負担額の
み」で接種いただけます。事前の申請手続きは不要です。
【対象となるワクチン】高齢者肺炎球菌、新型コロナ、季節性イ
ンフル、帯状疱疹

高齢者の
予防接種

健
康
・
福
祉

自己負担額
風しん：無料
MRワクチン：3,570円

【内容】妊娠を希望する女性や妊婦の同居家族で、風しん抗体価
が低い方を対象に、接種費用の一部を助成します。詳細は市ホー
ムページをご確認ください。

風しん予防
接種費用助
成

高齢者支援課
0867-42-1074

1万円/月（10月と4月の2
回に分けて支給）

【対象】要介護4，5と認定され、その認定日から引き続き6か月
以上経過している方を、在宅で毎月所定の日数介護している方
(被介護者、介護者共に市内に住所を有する方）
【内容】介護手当を支給することにより、経済的負担の軽減を図
る。

在宅介護手
当
支給事業

【介護者要件①の場合】
7万円/年(物品支給7月と
12月の2回に分けて支給）
【介護者要件②の場合】
35千円/年(物品支給7月と
12月の2回に分けて支給）

【対象】
介護者要件及び被介護者要件をそれぞれ1つずつ満たしており

在宅で介護をしている方が対象
【介護者要件】市内に住所を有し、在宅で介護をしている次のい
ずれかに該当する人
①市民税非課税世帯の方
②市民税課税世帯に属し、その世帯の最も納税額の多い方の前年

度における市民税所得割額が12万円を超えない方
【被介護者要件】市内に住所を有し、市民税非課税世帯で次のい
ずれかに該当する人
①要介護3の認定を受け、介護認定資料の調査票の排尿又は排便

の項目に介助又は見守り等に該当
②要介護度４・5の認定を受けている方
【内容】在宅で重度の介護を必要としている方(被介護者）を介
護している介護者に対し介護のために直接必要とする介護用品
(紙おむつなど）を支給します。6月と11月を基準に年2回支給さ
れ、毎回申請が必要
※介護用品に加えごみ袋引換券（2ロール分）を支給

介護用品
支給事業

真庭市地域包括
支援センタ－
0867-42-1079

【内容】真庭市地域包括支援センター及び北房・落合・久世・勝
山・美甘・湯原・蒜山の各地域支援センターにおいて、高齢者の
相談を総合的に受けつける。

総合相談
支援事業

サ
ー
ビ
ス

高齢者支援課
0867-42-1074

1千円(一人当たり昼食代）
※日帰り旅行の場合

【対象者】市内に住所を有する要介護状態の高齢者等を主として
介護している、市内に住所を有する方
【内容】高齢者等を在宅で介護している皆さんを、介護から一時
的に解放し、身体的及び精神的な軽減、リフレッシュを目的とし
ている。

家族介護者
交流事業

健康推進課
0867-42-1050

【内容】北房2か所、落合7か所、久世7か所、勝山5か所、
湯原2か所、蒜山1か所

病院・医院
数

病
院

【内容】北房3か所、落合4か所、久世4か所、勝山2か所、
湯原1か所、蒜山2か所

歯科医院数

障
が
い
・
健
康

働く

担当課料金、補助金等内容等事業名

産業政策課
0867-42-1033

上限100万円
※特定創業支援事業証明書

を取得した方は上限150
万円まで拡大

※真庭市地域産業振興セン
ターに入居された方は上
限200万円まで拡大

【対象】起業の日に市内に住所を有している方、市内に事務所を
設置又は設置を予定している方、市税を完納している方
※既に事業を営んでいる場合や他の補助金を受けている場合、農

業・医療業を営む場合等、一部対象にならない場合あり
【内容】補助率1/2以内

対象経費は、設備費、原材料費、出張旅費、広告費、委託費等

起業支援事業
(補助事業)

補
助
金
・
助
成
金
等

働
く

働
く
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働く

担当課料金、補助金等内容等事業名

産業政策課
0867-42-1033

特定創業支援事業証明書を
取得された場合下記の優遇
制度があります。
①起業支援事業に係る補助

金限度額を150万円に拡
大

②会社を設立する際の登録
免許税の軽減措置

③日本政策金融公庫新規開
業・スタートアップ支援
金の貸付利率引き下げ

④創業関連保証の特例

【対象】新たに創業を予定している方、創業の知識を身につけた
い方等へ経営・販路開拓・人材育成・財務の観点から有識者を招
聘し、4日間講義を行います。
【内容】時期：1月頃（年1回(毎週土曜日の全4日間を予定))
参加費：無料
※一定の要件を満たした受講者は、特定創業支援事業証明書を取

得可能
※対象セミナー等（イノベーション創出セミナー（岡山連携中枢

都市圏事業）、分野別ミニ創業塾 事業計画書作成研修(岡山
県産業振興財団)、岡山イノベーションスクール(中国銀行)）
を受講した場合も証明書を発行

「まにわ創業
塾」(セミナー
開講/受講証明
書発行）

補
助
金
・
助
成
金
等

働
く

農業振興課
0867-42-1031

「農業実務研修」期間は年
額150万円程度の研修費が
県等より支給される。
農業実務研修の対象者には、
真庭市独自に最大年額30万
円の追加支給を行う。

【内容】地域就農オリエンテーション参加者を対象に岡山県が実
施する県内で就農を希望する55歳未満を対象とする研修で、農家
生活を体験する「農業体験研修」（1か月）とその後本格的な就
農に向けた準備を行う「農業実務研修」（2か年以内）の2段階が
ある。

真庭市ではぶどうとトマト、野菜複合が対象品目となっており、
農業実務研修生には年額150万円の交付金に加え、真庭市で研修
サポート費用として最大年額30万円を交付

新規就農研修

対象事業費最大1,000万円
に対し国最大1/2、県最大
1/4分を補助する。（経営
開始資金定額交付金受給者
については対象事業費最大
500万円）

【対象】次世代を担う農業者となることを志向する者
【内容】就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の
取組を支援する。
【国・県制度】
交付を受けるためには以下の要件を満たす必要あり
①市から青年等就農計画の認定を受け（＝認定新規就農者）、5

年後の自立した農業経営ができる方
②原則49歳以下で独立・自営就農である方
③市の地域計画の「目標地図に位置付けられている方等
④前年の世帯所得が600万円以下の方
⑤国の定める規定を遵守し、必要書類等の作成、提出が可能な方
⑥機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受ける

ことが必要

新規就農者育
成総合対策事
業（経営発展
支援事業）

上限165万円/年(最長3年
間)

【内容】農業を始めて間もない時期に、交付金を交付する。
【国制度】
交付を受けるためには以下の要件を満たす必要あり
①市から青年等就農計画の認定を受け（＝認定新規就農者）、5

年後の自立した農業経営ができる方
②原則49歳以下で独立・自営就農である方
③市の地域計画の「目標地図に位置付けられている方等
④前年の世帯所得が600万円以下の方
⑤国の定める規定を遵守し、必要書類等の作成、提出が可能な方

新規就農者育
成総合対策事
業（経営開始
資金）

農業振興課
0867-42-1031

融資限度額3,700万円(無利
子)
融資期間17年以内（うち据
置期間5年以内）

【内容】青年等就農計画の認定を受け、計画に即して農業経営を
開始するための機械・施設等に必要な資金を無利子で貸し付ける。

青年等就農資
金

5万円（１回限り）【内容】新たに農業に従事する方で、将来にわたり専業（年間農
業従事日数250日以上）として農業経営を続けていく、15歳以上
39歳未満の方を対象に奨励金を支給する。

就農奨励金

子育て支援課
0867-42-1054

25万円
50万円（就職に伴い真庭市
内に新たに住宅（アパート
など）を借り受けた場合）

【対象】保育士、幼稚園教諭の資格を取得してから5年以内に真
庭市の保育施設等で常勤保育士として就職した方
※（1日６時間以上、週30時間以上勤務）
【内容】新生活支援のための助成金を交付

真庭で働く保
育士新生活支
援事業補助金

産業政策課
0867-42-1033

【問い合わせ先】
真庭市ふるさとハローワー
ク(真庭市役所第２庁舎１
階)
℡0867-53-0220
FAX0867-53-0221

【内容】真庭市と岡山労働局が共同設置したハローワーク。専門
職員が市内求人情報を紹介している。就職相談、職業相談、求人
情報自己検索機器等による求人情報の提供
【利用時間】9:30～17:00（土・日・祝・年末年始は休み）

「真庭市ふる
さとハロー
ワーク」の利
用(無料職業紹
介)

サ
ー
ビ
ス

【問い合わせ先】
津山圏域無料職業紹介セン
ター(津山市山下92-1（津
山圏域雇用労働センター
内）)
℡0868-24-3633
FAX0868-22-9647

【内容】専門相談員が、就職相談やマッチング支援等を行っている。
【利用時間】9:00～17:15（土・日・祝・年末年始は休み）
※利用には、求職登録が必要
※真庭市内企業の求人情報も紹介
※毎月第2･4日曜日は9:00～16:00で利用可
※各相談とも、事前にお問い合わせください。

「津山圏域無
料職業紹介セ
ンター」の利
用(無料職業紹
介)

働
く
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担当課料金、補助金等内容等事業名

産業政策課
0867-42-1033

【問い合わせ先】
おかやま就職応援センター
(岡山市北区内山下2-4-
6(岡山県庁労働雇用政策課
内))
℡086-226-7313

【内容】岡山県の専門コーディネーターが就職相談や就職マッチ
ング支援等を行っている。
【利用時間】9:00～17:15（土・日・祝・年末年始は休み）
※利用には、事前登録（面談等）が必要
※その他就職支援情報のメール配信サービスを実施（要登録）

「おかやま就
職応援セン
ター」の利用
(無料職業紹
介)

サ
ー
ビ
ス

働
く

【問い合わせ先】
津山広域事務組合(津山市
山下92-1(津山圏域雇用労
働センター内))
℡0868-24-3633
FAX0868-22-9647

【内容】登録(事前登録・本登録)により、次のサービスが受けられる。
【利用時間】9:00～16:30（土・日・祝・年末年始は休み）
①県北地域企業の会社概要・業務内容等を業種別に紹介した情報
誌「つやま広域企業ガイド」を発送（2025年版は185社掲載）
②就職の年から就活情報の提供（企業説明会、就職面接会等の就
活イベント情報を定期的に提供（メール・郵送））

就活学生登録
(学生向け
就職支援）

地域みらい創生
課
0867-42-1179

2万円(受講料。学生1万円)【内容】真庭市の農山村をフィールドに、新たなライフスタイル
を模索する人材育成塾です。（年7回、毎月土日に宿泊して講座
を受講。3～5月に次年度塾生募集）

真庭
なりわい塾

そ
の
他

農業振興課
0867-42-1031

無料(現地までの交通費は
実費)

【対象】真庭市での移住就農・就業に関心がある方（Uターン者含
む）
【内容】移住就農・就業をしてみたいと考える方を真庭市が就
農・就業の基礎講座から経営計画まで初期からサポート。都市部
での啓発イベントを開催（不定期）
※現地農場での体験研修もあり
※各種SNS・WEBサイトを作成し、市内農業者のSNS投稿とも
連携しながら真庭市内の農業・就農に関する情報を定期的に発信
【受講メリット】
①年間を通して各種SNS・WEBサイトにより定期的な真庭市内

の農業・就農に関する情報が得られる。
②移住就農した先輩農家の講義や講師のサポートが受けられる。
③受講者の移住、就農計画や農地の貸借手続きの基礎など、受講

後も先輩農家や市、県の担当者によるサポートが受けられる。
④真庭市農家を訪問、現地での体験も予定しています。

真庭起農
スクール

【内容】農業を始めるには？どんな支援があるか？真庭市に移
住・就農するための相談会を、県内や東京、大阪などで開催する。
参加することで「地域就農オリエンテーション」や「新規就農研
修」への参加が可能となる。【県主体】岡山県主催の就農相談会
に真庭市の就農担当者が参加。真庭市での就農や暮らしについて
の情報を得ることができます。

就農相談会

【対象】新たに県内で農業を始めようとする方
【内容】各地域の農業の紹介、新規就農研修の受け入れ態勢の説
明、農家見学、先輩農家等との意見交換等を行う。
【受講メリット】
①現地見学会で研修先の農家、関係者からの情報を得ることができる。
②地元に精通した関係者のフォローを得ながら、就農に移行すること

ができる。

地域就農
オリエンテー
ション

1千円(参加費)【対象】農業に興味のある、農業経営を始めたい市民
【内容】白ネギ、ブドウ、花きの各コース基礎から応用まで1年間
【受講メリット】
地元に精通した関係者のフォローを得ながら、就農に移行することが
できる。

まにわいきい
き帰農塾

働
く
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担当課・問合せ先一覧

※真庭市のすべての補助金・サービス情報は掲載されておりません。ご注意ください。

QRコードから
アクセス！

☆移住や定住に関するご相談は☆

真庭市交流定住センター

〒719-3201  岡山県真庭市久世2374-2
TEL:0867-44-1031
真庭交流定住ポータルサイト COCO真庭

発行：真庭市 地域みらい創生課

〒719-3292  岡山県真庭市久世2927-2
TEL:0867-42-1179 FAX:0867-42-1353

真庭市の概要

真庭市キャラクター
まにぞうファミリー

ACCESS
○自動車 CAR
・大阪－久世IC(中国道～米子道 )約180km/約140分
・広島－久世IC(山陽道~岡山道~米子道)約200km/約150分
・岡山－久世IC(山陽道~米子道)約70km/約60分
○バス BUS 中鉄北部バス高速勝山線
・岡山駅東口－勝山（JR中国勝山駅）約120分
○電車 TRAIN 岡山駅周辺レンタカーあり約90分
・岡山－津山－久世(JR津山線~JR姫新線)約130分
・岡山－新見－久世(JR伯備線~JR姫新線)約160分
○飛行機 AIRPLANE
・羽田空港－岡山空港 約70分(空港レンタカー約60分)

【場所】岡山県北部
南北50km東西30km
【面積】約828㎢
東京23区の130%
【人口】約3.8万人
東京23区の0.4%
【特徴】約８割森林
日本有数の木材集散地


